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1. 現状と課題

• 西区指扇地区で運行されている乗合タクシーあじさい号は、市内乗合タクシー7路線の平均と比較して利用者が少なく、収支率は
市の「コミュニティバス等導入ガイドライン」で定められている事業継続の判断基準（収支率40%）を下回っている。

▲あじさい号の利用者数推移

▲市内乗合タクシー各路線の収支率推移
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1. 現状と課題

• より多くの需要を確保するため、1便当たりの運行時間が長大化している（起終点間の所要時間は最大で1時間程度）。
• 一方で、利用の多い停留所は一部に限定されており、運用効率化の余地も大きい。

▲あじさい号のルート図

▲あじさい号の便別利用者数

▲あじさい号の停留所別利用者数
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１. 現状と課題

• 土地区画整理事業（Liv-Field西大宮、2017年度完了）により、子育て世代の入居が進んだことも影響し、30代後半～50代前半
の人口比が高い。

• 一方で、西区の高齢化率は25.96%（R5.9.1）であり、区内で3番目に高く、高齢者層への移動支援の必要性も高い。
• 乗合タクシーの既存利用者である高齢者層を中心に利用促進を図りつつ、自家用車を持たない非高齢者層の地域とのつながりの

創出に向けた取組みも併せて検討する必要がある。
• 当該地区内で滞在が多い場所は鉄道駅周辺に集中しており、概ね現行の乗合タクシー等でカバーできている状況にある。

指扇駅周辺

西大宮駅周辺

▲西区の人口ピラミッド（R2国勢調査） ▲西区北部の滞在人口分析

（出典）RESAS

指扇病院

清河寺温泉

カインズ

上尾市

さいたま市西区

指扇公民館
栄高校

西楽園

滞在人口
■多い
■普通
■少ない

（出典）KDDI Location Analyzer 国内居住者・滞在人口分析
※秋葉神社周辺から半径2km圏域の実態を整理
※2023.4～2024.3までの１年間の集計値
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2. ねらい

検証項目 移動需要特性から見た検証

時間帯から • 移動が発生する時間帯は午前に集中しており、午前中は現行の定路線型×固定ダイヤ型での運用が適している。
• 需要が比較的少ない午後については非固定ダイヤ型による運用が適している。

利用実態から • 利用者の多くは高齢者であり、通院や買物、娯楽等での活用が主であることが想定される。
• 通勤通学ほどの時間的制約が大きくないことから、自由経路型への変更に伴う便ごとの運行時間のばらつきに
対する利用者からの抵抗は少ないものと想定される。

• 一方で、需要が集中する午前中については、運行時間のばらつきを最小限にとどめるため、現行通り定路線×
固定ダイヤ型での運行が適している。

移動区間から • 現行の乗合タクシーは、西楽園、指扇病院、鉄道駅など特定の停留所での乗降が集中している一方、その他の停
留所においても一定の乗降があることから、需要を束ねることが難しく、定路線型の運行のためには冗長な運
行ルートを設定せざるを得ない。

• 現在、乗合タクシーの停留所を設置していない区域において潜在需要・逸失需要が発生している可能性がある。

需要量から • 現行の乗合タクシーは、繁忙時間帯（午前中）は1便当たり7名以上、閑散時間帯（午後）は1便当たり3～4名程
度の利用である。

• 閑散時間帯については自由経路型×非固定ダイヤ型による運用により効率化を図りやすいことが想定される。

• 繁忙時間帯（午前中）は現在と同様の定路線型×固定ダイヤ型の運用として継続し、閑散時間帯（午後）は自由経路型×非固定ダイ
ヤ型の運用に変更するハイブリッド型のデマンド交通の導入を行う

• 午前・午後で乗降場所が大きく異なることによる利用者・運行者の混乱を防ぐため、自由経路型での運行の際にも乗降場所を指定
する「自由経路・停留所固定型」での運用を行う。

• 将来的な乗合タクシー停留所としての採用可否の検証も兼ねて、交通空白・不便地域にデマンド交通の停留所を試行的に設置し、
実証実験を通じて利用状況を確認する。

本実証実験において検証するテーマ
• 乗合タクシーのデマンド化による「事業効率化の可能性」と「利用者の利便性向上（乗車負担の軽減並びに移動の随意性向上）の可能
性」の確認
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• 午前中は従来通り、定時定路線で運行を行う。午後は運行ルートやダイヤを定めない「デマンド交通」として運行する。
• この度導入するデマンド交通では、乗車・降車は定められた停留所でのみ行うことができる。

現在の運行 1便 2便 3便 4便 5便 6便

西楽園 7:30発 9:26発 11:14発 13:19発 15:07発 17:17発

清河寺温泉 ＝ 10:12着 12:03着 14:05着 15:56着 18:06着

西新井団地 8:19着 ＝ 12:10着 ＝ 16:03着 18:13着

西楽園 9:06着 10:54着 13:04着 14:47着 16:57着 19:07着

現状のまま、
定時定路線の運行を継続

定時定路線としての運行は休止し、
デマンド交通として運行

区分
（運行時間）

サービス設計

午前（７時台～11時台発） 午後（13時～1９時）

利用できる人 誰でも利用可能

運行開始日 R6年11月1日(予定)

運行日時 月曜日から金曜日 （土曜日・日曜日・祝日、年末年始（12月29日から1月3日まで）は運行なし）

運行ルート 基本ルート（赤ルート）
延伸ルート（赤＋緑ルート）
※前頁のあじさい号のルート図をご覧ください

運行ルートは定めず、予約に応じて、
停留所間を最短経路で運行

運行便数 上下各3便/日 予約に応じて運行

停留所数 ３７箇所 ４１箇所

車両 ワンボックス車両1台 （乗車定員：9人）

予約方法 予約不要 電話、またはWEB予約

運賃(案) 均一制 １乗車300円
※子供（小学生） ： 大人運賃の半額
※障がい者 ： 大人・子供の運賃の半額

▲導入するデマンド交通の運行イメージ

運行ルートは定めず、
予約に応じて所定の
停留所間を最短経路

で結ぶ方式

3. サービス設計案（運行計画）



：デマンド交通停留所
：路線バス等停留所
：路線バスとデマンド交通を兼ねる停留所
：デマンド交通サービス圏域（300m）
：交通空白地区
：交通不便地区
：市街化調整区域内の既成市街地

追加

西大宮駅

西消防署前

西区役所

追加

追加 ：デマンド交通専用の追加停留所
※午前中の乗降はできません
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3. サービス設計案（停留所）

※指扇駅北口・清河寺については、停留所名は路線バスとデマンド交通で同名であるが、停留所の位置が離れている

※停留所は現在調整中のため変更となる場合があります

追加

追加

▲デマンド交通停留所の配置図
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4. 検証項目案

区分 検証項目 調査方法

運行効率性 運行経費 運行実績より算出

運賃収入 運行実績より算出

運行事業者・運転手の負担 事業者ヒアリングで把握

利便性向上 利用者数 運行実績より算出

利用区間（平均乗車距離・乗車時間） 運行実績より算出

利用満足度 利用者等へのアンケートで把握

予約に関する満足度 利用者等へのアンケートで把握

支払い意思額・運賃に対する満足度 利用者等へのアンケートで把握

波及効果 外出者の増加、外出頻度の向上 利用者等へのアンケートで把握

施設滞在時間の増加 利用者等へのアンケートで把握

平均消費額の変化 利用者等へのアンケートで把握

歩行距離の変化 利用者等へのアンケートで把握

コミュニケーション機会の変化 利用者等へのアンケートで把握

家族等による送迎負担軽減 利用者等へのアンケートで把握

• 運行効率性・利便性向上両方の観点から検証項目を設定する。
• 加えて、AIデマンド交通の導入が人々の生活に及ぼす波及効果についても検証を行う。
• いずれの項目についても、現行の乗合タクシーとの比較の中で評価を行う必要がある。
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８月～9月 10月～12月 1月～3月

広報
周知
検証

運行

予約
システム

協議会

広報・周知など

地域公共交通協議会
運賃協議会

8/20

地元説明会の開催

実証実験の実施
（定時定路線＋ＡＩデマンド交通の運行）

アンケート実施

実験結果検証

地域公共交通協議会
(結果報告)

予約システム・コールセンター運営

予約受付

実験のモニタリング・見直し等

道路運送法・道路交通法等
手続き

システム構築

6. スケジュール（予定）



9

【参考】デマンド交通の分類について

C 自由経
路・停留所
固定型

D 自由経
路・ドア
ツードア型

A 定路線
型

B 迂回型

（出典）中部運輸局「デマンド型交通の手引き」を元に編集

本
実
験
で
の
運
用
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【参考】既存公共交通の停留所との共有について

• 自治体が運行するデマンド交通（区域運行）の停留所と民間路線バスの停留所を共有することについては、道路交通法第44条第2
項第2号で定められている路線バス停留所における駐停車禁止規制の除外対象に該当する。

• 本実証実験においては、関係者との連携のもと、停留所は共有する方針で調整を進める。


